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学生アルバイ ト等の適正な就労環境の確保について (要請)

時下、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は労働行政、府政及び市政の推進に格別の御理解 と御協力を賜 り、厚 くお礼申し上げ

ます。

さて、京都府は、都道府県人口に占める大学生等の割合が全国で最も高く、多数の大学生

等が第二次産業を中心にアルバイ トとして就業 しています。そして、近年、就職を目指す学

生の多くがインターンシップに参加するなど、早くから就労について学ぶ必要性が高まって

きてお り・ます。また、少子高齢化や人口減少が進む中、ポス トコロナ社会においても企業の

人手不足はますます深刻化することが予測 され、京都産業の持続的な発展に向けた人材確保

の面からも学生アルバイ ト等の果たす役割は大きくなってお ります。

働 く時間や 日数を調整するいわゆる「年収の壁」をはじめ、学生を含めた労働者 と使用者

双方に、各種の法律、制度を正しく理解 していただき、労働者が安心して働ける環境を整備

することが、ますます重要になってお ります。

こうした中で、京都ブラックバイ ト対策協議会の構成機関である京都労働局、京都府及び

京都市が設置している労働相談窓口に寄せ られる学生からの相談には「有給休暇を取らせて

もらえない」「労働条件を勝手に変更された」といった不適切な雇用管理などの法令違反の

おそれがあるもののみならず、「上司から嫌みや罵声を浴びせ られる」「インターンシップを

辞めさせてもらえない」といったハラスメン トやインターンシップに関する相談も含まれて

います。
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京都ブラックバイ ト対策協議会では、このような状況を踏まえ、出前授業やセ ミナー、動

画などにより学生へ労働関係法令の周知・啓発活動を行 うなど、学生等の就労環境の改善に

努めているところです。

物価・原材料費高騰などにより、経営環境が非常に厳 しい状況ではありますが、京都府内

でアルバイ トとして働 く学生の労働条件、就労環境の整備を行 うことは、府内の企業に対す

る信頼や就職意欲が高まることにもつながります。

事業主の皆様におかれては、労働基準法をはじめとする労働関係法令を十分に理解の上、

これを遵守 し、学生アルバイ ト等の労働条件を適切に確保するとともに、学業とアルバィ

ト・就職活動の両立へのご配慮、学生がハラスメン ト被害を受けることのない環境等の整備、

就職活動における公正な採用選考に取 り組んでいただく必要があります。

つきましては、貴会におかれましては、下記の点について府内の事業所に対する周知・啓

発の御協力を賜 りますようお願いいたします。

言コ
日巨

労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守 し、「いわゆる 「シフ ト制」により就

業する労働者の適切な雇用管理を行 うための留意事項」を踏まえ、労働時間、賃金、そ

の他適正な労働条件を確保 し、学生が安心してアルバイ トを出来る就労・職場環境を確

保すること

加えて、制度改正により令和 6年 4月 から労働条件明示事項に就業場所 。業務の変更

の範囲等が追加 されることに留意するとともに、全ての労働契約の締結時と有期労働契

約の更新時には、アルバイ トをはじめとする労働者に対 して、労働条件通知書の交付が

確実にされるよう徹底すること

労働施策総合推進法等に定められた労働者に対するハラスメン ト防止措置を適正に講

ずるとともに、インターンシップや就職活動においても、学生にハラスメン トと受け取

られることがないよう、言動等に十分に注意し、配慮すること

昨年 6月 に改正された「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を踏ま

えて、学生が混乱なく学業と就職活動に取り組めるよう、インターンシップで企業が得

た学生情報の取扱いには十分留意すること

職業安定法第 5条の 5や職業安定法に関する指針 (平成 11年労働省告示第 141号 )

を遵守 し、特別な場合を除き、採用活動において、応募者の SNS投稿の調査などにより(

社会的差別の原因となるおそれがある事項や思想及び信条等の適性 。能力以外に関する

個人情報の収集を行わないよう徹底すること
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明示のタイミング 新 し く追 加 さ れ る 明 示 事 項

全ての労働契約の締結時と

有期労働契約の更新時

有期労働契約の

締結時と更新時
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併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

」

4.  ||・■|||| |‐ ‐―‐1‐ ■_・ :11・無期転換ルール※に基づく 仏卜
無期転換申込権が発生する 顆

契約の更新時

労働者に
、正社員等

説明するよう努めなければならないこととなります。

に応じて とのバランスを考慮 した事項について、有期契約

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算 5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約 (無期労働契約)|こ転換する制度です。
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併せて た 就業の実態に当 つ



日目国■躍轟狐
就業場所・業務の変更の範囲の明示

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、

れ直後」の就業場所 。業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1

も明示が必要になります。

【労働基準法施行規則5条の改正】

労
働
条
件
明
示
の
制
度
改
正
の

ヽ

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ

(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

1 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

il 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

無 期 転 換 申 込 機 会 の 明 示  【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に 、無期転換を申し込

むことができる旨 (無期転換申込機会)の明示が必要になります。

無 期 転換 後 の 労働条 件 の 明示  【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働

条件の明示が必要になります。

均衡を考慮 した事項の説明  【雇止め告示※2の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決

定するに当たつて、他の通常の労働者 (正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ

イム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例 :業務の内容、責任の程度、異動の有無 。範囲

など)|こついて、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによつて変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示 (有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準)

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、

今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

※4 労働契約法3条2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更す

べきものとされています。

(注)無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めや契約期間中の解

雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

ぐヽ
ノヽ

③絣②翻①鉤

有 期 契 約 労働 者 に対 す る 明 示 事 項 等

(2023年 3月 )

更 新 止l限の I明牙: 【労働基準法施行規則5条の改正】

有期労働契約の締結と契約要新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約

の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

更新上限を新設・短縮する場合の説明  【雇止め告示※2の改正】



＼中小企業の事業主の皆さま/

労働施策総合推進法に基づく

「パワー八ラスメント防止措置」
中小企業の事業主にも義務化さ

頌 令蜃辣・ヾ S爆 峰、 嫁`ヽ

が
ξ慇輻

れました I

令和 2年 6月 1日 に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワー八ラスメン ト防止措置は、令和 4年 4月 1日から義務化され

ています (令和 4年 3月 31日までは努力義務)。

職場で行われる、①～③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

●殴打、足蹴 りを行う。

●相手に物を投げつける。

2精神的な攻撃

脅迫 。名誉毀損・侮辱 。ひどい暴言

●人格を否定するような言動を行 う。

相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。

●業務の遂行 に必要な以上に長時間にわたる厳 しい叱責を

繰 り返 し行 う。

3人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し 。無視

● 1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

させる。

4過 大 な 要 求

業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制 。仕事の妨害

●新卒採用者に対 し、必要な教育を行わないまま到底対応

できないレベルの業績目標を課 し、達成できなかつたこと

に対 し厳 しく叱責する。

5過 小 な 要 求

業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じること

や仕事を与えないこと

●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な

業務を行わせる。

●気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与え

ない。

6個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

●労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者

に暴露する。

※個別の事案について、パワ八ラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状

況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。

また、相談窓回の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮

しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。

t,属 亀厳。1軌欝 都道府県労働局雇用環境 。均等部 (室 )

職場におけるパワー八ラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例

1身体的な攻撃

暴行・傷害



「職場におけるパワー八ラスメントを防止するために講ずべき措置」とは ?

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針等の

明確化および周知・啓発

①職場におけるパワ八ラの内容・パワ八ラを行つてはならない旨の方針

を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等

文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう

にすること

職場におけるパワ八ラ

に関する事後の

迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う

③ 再発防止に向けた措置を講ずること

(事実確認ができなかった場合も含む)

とこ

と

う
　
こ

併せて請ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講 じ、

その旨労働者 に周知すること

⑩ 相談 したこと等を理由として、解雇 その他不利益取 り扱いをされない

旨を定め、労働者 に周知 ・啓発すること

※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益

な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

職場におけるパワー八ラスメン ト防止等のための望ましい取り組み

以下の望ましい取 り組みについても、積極的な対応をお願いします。

■ パワー八ラスメント、セクシュアプリ ラヽスメント、妊娠・出産 。育児休業等に関する八ラスメントは、

単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

■ 職場におけるパワー八ラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと

(コ ミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)

■ 職場におけぅパワー八ラスメントを行つてはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、

以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
。他の事業主が雇用する労働者  ・就職活動中の学生等の求職者

・労働者以外の者 (個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等 )

■ カスタマー八ラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
。相談体制の整備
・被害者への配慮のための取り組み

(メ ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

・被害防止のための取り組み (マニュアルの作成や研修の実施等)

職場におけるパワー八ラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ

都道府県労働局雇用環境・均等部 (室)Ш ュニ1堕塾!上三山量迎導M國華型塑∞塑堕運堕夏

社内の体制整備 に活用できる情報 0資料

●事業主・労働者向けバンフレツトや社内研修用資料

厚生労働省の本一ムページからダウンロードできます。

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」
職場における八ラスメン トに関する情報を発信しています。

鐵

鼈
鶉

検索 r職場における八ラスメント防止のために

検索ずあかるい職場応援団 HP

相談に応じ、適切に

対応するために

必要な体制の整備
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このリーフレットは、いわゆる「シフ ト制」で労働者を就労させる際に、使用者に

留意していただきたい内容をまとめています。労働者も納得した上でルールを定め、

労働関係法令を守り、 トラブルを予防しましょう。

「シフト制」とは
この留意事項での「シフ ト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期

間 (1週間、 1か月など)ごとに作成される勤務シフ トなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定す

るような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労

働時間数は決まつていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除き

ます。

辟 シフト制労働契約の締結に当たつての留意事項

■ 労働契約の締結時には、労働者 に対 して以下の労働条件を明示 しなければな りません

(労基法第15条第 1項、労基則第 5条)。

※労働者が希望した場合は、電子的な方法で明示することができます。

■ 特 にシフ ト制労働契約では、以下の点 に留意 しま しょう。

「始 業 ・ 終業 時刻 』

労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通

知書などに単に「シフ トによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業

時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定め

る一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。

「休 日」

具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記

する必要があります。

0 厚生労働省

書面※で交付しなければならない事項

●契約期間
●期間の定めがある契約を更新する場合

の基準

●就業場所、従事する業務
●始業・終業時刻、休憩、休日など
●賃金の決定方法、支払い時期など
●退職(解雇の事由を含む)

●昇給

●退職手当

●賞与など

●食費、作業用品などの負担

●安全衛生

●職業訓練

●災害補償など

●表彰や制裁

●休職

M'^trryor Hc*[ Lihdur rnd !r.r.r.

〕イ

「シフト制」 に行う
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■前頁の明示事項に加えて、 トラブルを防止する観点から、シフ ト制労働契約では、シフトの

作成 D変更・設定などについても労使で話し合つて以下のようなルールを定めておくことが

考
・えられ.ます (作成。変更のルールは、就業規則等で一律に定めることも考えられます)。

・シフ トの作成時に、事前に労働者の意見を聞 くこと

。シフ トの通知期限 例 :毎月〇日

・シフ トの通知方法 例 :電子メール等で通知

。一旦確定したシフ トの労働日、労働時間をシフ ト期間開始前に変更する場

合に、使用者や労働者が申出を行う場合の期限や手続

・シフ ト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更す

る場合の期限や手続

※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者

だ 。ヽさし| 留意 てし くと 点

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応 じて以下の内容についてあ

らかじめ合意することも考えられます。

。一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯

例 :毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

。一定の期 間中の 目安 とな る労働 日数 、労働 時 間数

例 :1か月○日程度勤務/1週間あたり平均〇時間勤務

。これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを

定めることも考えられます。

例 :1か月○日以上勤務/少なくとも毎週月曜日はシフ トに入る

作 成

変 更

■常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「始業及び終業の時刻」や「休日」に関す

る事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません

(労基法第89条第 1号等)。

シフト制労働者を就労させる際の注意点

■労働時間の上限は原則 1日 8時間、 1週40時間であり、この上限を超えて働かせるには36

協定が必要です (労基法第32条、第36条)。

■ 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は 1時間以上の休憩

を、勤務時間の途中で与えなければなりません (労基法第34条第1頂)。

■ 所定労働日数、労働時間数に応 じて、労働者には法定の日数の年次有給休暇が発生 します

(労基法第39条第3項、労基則第24条の3)。 使用者は、原則として労働者の請求する時季に年

次有給休暇を取得させなければな りません (労基法第39条第5コ 。 「シフ トの調整を して働

く日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といつた取扱いは認められません。

設 定

・ ′
'■

.|‐ |‐ 1・
■‐‐i■__| ‐‐, ‐―・ _:

・‐|.■■ '_■■■‐
_´=―  ‐    ■ ‐_ |
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■シフ ト制労働者を、使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、平均賃金の60%以上

の休業手当の支払いが必要です (労基法第26条 )。

※なお、使用者自身の故意、過失等により労働者を休業させることになつた場合は、賃金の金額を支払う

必要があります (民法第536条第 2頂)。

整目目回日廷訓

置躍調

‐圏圏

圏鵬爾鋼圏目目目目圏回聞目

■ 労働安全衛生法に基づ く安全衛生教育 (安衛法第59条)や健康診断の実施 (安衛法第66条)など

の義務は、シフ ト制労働者に対 しても同様に適用されます。

シフト制労働者の解雇や雇止め

■ シフ ト制労働者と「期間の定めがある労働契約」 (有期労働契約)を締結している場合、期間

中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定めがない場合でも、客観
的に合理的な理由等がなければ解雇できません (労契法第17条第1頂、第16条)。

■なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い (平均賃金の30日分以
上)のどちらかが必要です (労基法第20条第1項)。

圏陵調■目目目圏 目目目目圏目圏轟圏固■l

■ 一定の:場合
｀
には、雇止め (労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用者が拒否すること)がで

きな くな ります (労契法第19条 )。

■ 契約が 3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から 1年を超えて継続勤務 している場

合、雇止めには契約満了日の30日 前の予告が必要です (有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関

する基準第 1条).

その他 (募集・採用、待遇、保険関係など)

。労働者を募集する際には、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示することが必要で

す (職業安定法第5条の3第 1真 第2頂 )。 なお、募集時に示 した労働条件を、労働契約締結ま

でに変更する場合、変更内容の明示が必要です (職業安定法第5条の3第 3コ 。

・シフ ト制労働者がパー トタイム労働者や有期労働契約の労働者である場合には、通勤手当の

支給やシフ ト減に伴う手当の支払いなどで、正社員と比べて不合理な待遇にしないよう留意
してください (パートタイム・有期雇用労働法第8条).
※その際、正社員の待遇を労使合意な く引き下げることは望ましくないことに留意してください。

国期国轟証霊窺甕回■■ ||| 鶴週
・シフ ト制労働者も労災保険の適用、給付の対象です。また労働時間などの要件を満たせば、

雇用保険や健康保険・厚生年金保険の被保険者にもな ります。

(3)休業手当

(「留意事項」 S頁)

(「留意事項」8藁)

(‐「留意事項17藁)

(I留意事項」 8頁)



シフト制労働契約簡易チェックリス ト

参考リンク・お問い合わせ先

シフト制労働契約の締結時に、労働者に「始業・終業時刻」や

条件を書面で伝えていますか。

1 「休日」などの労働
⇒ 1(1)労 働条件の明示

bに該当

する場合、

aの方法

で明示を

行つて く

ださい

1-2.労 働契約の締結時に、始業と終業の時刻を具体的に決めた

ように明示を していますか。

a.その日の始業・終業時刻、原則的な始業・終業時刻や休日の設定の考え方を記載したり、

最初の期間のシフト表を渡したりして書面などで伝えている。

b.書面などで伝えているが、始業・終業時刻や休日は「シフトによる」とだけ記載している。

日がある場合、どの

aハυcに 1)

いて、労

働者の意

向も確認

してみま

しよう

1-3ロ シフト制労働契約の締結時に、労働者の希望に応じて以下の内容についても定

め)ていますか。           ⇒1(2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

a.シフ トが入る可能性のある最大の日数や時間数

b.シフ トが入る目安の日数や時間数

c.シフ トが入る最低限の日数や時間数

a～ dにつ

いて、導

入を検討

してみま

しよう

1-4.シ フト制労働契約の締結時に、以下を定めていますか。

→ 1(2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

a.シフ トを作成するにあたり事前に労働者の意見を聞くなど作成に関するルール

b.作成したシフ トの労働者への通知期限、通知方法

c.会社や労働者がシフ トの内容 (日 にちや時間帯)の変更を申し出る場合の期限や手続

d.会社や労働者がシフ ト上の労働日をキャンセルする場合の期限や手続

■■

2」 いつたん確定したシフト上の労働日、労働時間等の変更は、使用者と労働者で合意

した上で行つていますか。   →1(2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

3.シフト制労働者の労働時間が 1日 8時間、 1週40時間を上回る場合には、 36協定

を締結・届出していますか。 ⇒ 2(1)労 働時間、休憩

11日の労働時間が 6時間を超える場合には、勤務の途中に一定時間以上の休憩を与

えていますか。                       →2(1)労働時間、休憩
4

5.要件を満たすシフト制労働者から年次有給休暇の請求があった場合、原則とし

働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させていますか。  ⇒2(2)年次有給休暇

て労

6.シフト制労働者を使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、一定額以上の休

業手当を支払っていますか。                  ⇒2(3)休業手当

7.シフト制労働者に、必要な安全衛生教育や健康診断を実施していますか。
⇒ 2(4)安 全、健康確保

8日 要件を満たすシフト制労働者を雇用保険、健康保険 0厚生年金の被保険者としてい

ますか。                         →4(3)社会保険・労働保険

労働 契約を締結する際の 留意点

「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」

(URL)と [11墜と:E_∠∠wi塾畳ly」:ILL塾 [」〔lQ=jp∠〔」こf4:理:塾蟹:2ユg旦__22里 :ヒlLLLL!I」

ご質問・ご相談窓ロ

都道府県労働局と労働基準監督署等に設置)
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―
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■年金事務所 (健康保険の場合はご加入の健康保険組合 )
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事 項シフト制労働者が就労する際の留意点
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6

シフト制の労働契約、労働条件全般

労基法、安衛法、労災

募集・採用、雇用保険

職業安定法

社会保険

労働基準監督署


